
書
評
　
森
公
章
著

『長
屋
王
家
木
簡
の
基
礎
的
研
究
』

一

本
書
の
著
者
で
あ
る
森
公
章
氏
は
、
奈
良
時
代
の
対
外
関
係
や
、
郡
司
制
度

を
中
心
と
す
る
地
方
行
政
に
つ
い
て
数
多
く
の
論
文
等
を
発
表
さ
れ
、
研
究
の

発
展
に
尽
力
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
ま
さ
に
本
書
の
扱
う
長
屋
王
邸
宅
跡
の

発
掘
調
査
、
長
屋
王
家
木
簡

・
二
条
大
路
木
簡
の
整
理
が
お
こ
な
わ
れ
た
、　
一

九
人
八
年
か
ら
九
四
年
に
至
る
ま
で
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
に
勤
務
さ
れ
、

そ
こ
で

「平
城
京
左
京
二
条
二
坊

・
三
条
二
坊
発
掘
調
査
報
告
』
の
執
筆
に
も

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
長
屋
王
家
木
簡
の
整
理
と
分
析
の
中
心
を
担
わ
れ
て
き
た
。

本
書
は
、
長
屋
王
家
に
関
わ
る
論
考
と
、
そ
れ
に
関
係
の
深
い
平
城
京
の
出
土

文
字
資
料
に
つ
い
て
の
研
究
を
ま
と
め
た
論
文
集
で
あ
る
。

二

最
初
に
本
書
を
概
観
す
る
と
、
三
部
か
ら
な
る
構
成
の
う
ち
、
中
心
と
な
る

平

石

充

の
は
第

一
部
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
長
屋
王
家
木
簡
を
考
え
る
上
で
の
基
本
的

な
研
究
視
角
と
し
て
、
家
政
機
関
の
本
主
の
問
題

（第
一
章
）、
家
政
機
関
の
経

営
の
問
題

（第
二
章
）、
長
屋
王
邸
宅
の
住
人
の
生
活
誌
の
三
点
が
提
示
さ
れ
、

第
二
部
で
は
そ
れ
に
関
連
す
る
個
別
論
文
、
第
三
部
に
は
広
く
長
屋
王
家
木
簡

に
関
連
す
る
出
土
文
字
資
料
に
つ
い
て
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、

第

一
部
を
中
心
に
内
容
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

第

一
部
　
長
屋
王
家
木
簡
と
家
政
運
営

第

一
章
　
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
の
邸
宅
と
住
人

第
二
章
　
家
政
運
営
の
様
相

第
三
章
　
長
屋
王
家
の
興
亡

第
二
部
　
長
屋
王
家
木
簡
の
諸
相

第

一
章
　
橘
家
と
恵
美
太
家

第
二
章

　

「故
京
職
宅
返
抄
」
を
含
む
天
平
宝
字
八
年
の
造
東
大
寺
司
牒
の

読
み
方

第
三
章
　
長
屋
王
家
木
簡
三
題

第
四
章
　
卜
部
寸
考
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第
五
章
　
王
臣
家
と
馬

第
六
章
　
長
屋
王
家
木
簡
と
田
庄
の
経
営

第
七
章
　
奈
良
時
代
の
王
族
と
そ
の
生
活
断
章

第
三
部
　
長
屋
王
家
木
簡
の
周
辺

第

一
章
　
荷
札
木
簡
の
研
究
課
題

第
二
章
　
平
城
宮
跡
の
墨
書
土
器

第
三
章
　
一
一条
大
路
木
簡
と
門
の
警
備

第
四
章
　
一
一条
大
路
木
簡
中
の
鼠
進
上
木
簡
寸
考

付
　
長
屋
王
家
木
簡

。
長
屋
王
邸
関
連
論
文
目
録

（稿
）

第

一
部
第

一
章
は
、
家
政
機
関
の
本
主
と
邸
宅
の
住
人
に
つ
い
て
論
じ
た
も

の
で
あ
る
。
ま
ず
、
邸
宅
の
住
人
に
つ
い
て
は
、
長
屋
王
の
子
弟
が
多
い
こ
と

を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
家
政
機
関
に
つ
い
て
は
Ｉ
系
統

全
二
位
相
当
）
と
Ⅱ

系
統

（一
一品
相
当
）
が
存
在
し
、
Ⅱ
系
統
の
家
政
機
関
は
奈
良
以
外
に
所
在
し

て
い
た
が
、
両
者
は
Ｉ
系
統
を
中
心
に
融
合
し
て
い
た
と
す
る
。
つ
い
で
、
大

伴
氏
を
例
に
と
り
、
大
伴
安
麻
呂
の
子
孫
が
複
数
の
邸
宅

・
田
庄
を
持
つ
こ
と
、

太
政
大
臣
家

（不
比
等
▼

北
家

全
憂
Ｕ

な
ど
の
家
政
機
関
が
本
主
の
死
後
も

存
続
し
た
こ
と
を
例
に
挙
げ
、
北
宮
は
飛
鳥
か
ら
み
て
北
に
存
在
し
た
香
具
山

之
宮
に
由
来
す
る
特
別
な
固
有
名
詞
で
あ
り
、
長
屋
王
の
父
で
あ
る
高
市
皇
子

に
関
わ
る
名
称
で
あ
る
と
み
る
。
そ
し
て
、
Ｉ
系
統
の
家
政
機
関
の
本
主
を
長

屋
王
、
Ⅱ
系
統
の
家
政
機
関
の
本
主
を
当
時
既
に
死
去
し
て
い
た
高
市
皇
子
に

当
て
、
高
市
皇
子
の
家
政
機
関
が
そ
の
死
後
も
存
続
、
長
屋
王
に
統
括
さ
れ
、

「北
宮
王
家
」
の
よ
う
な
様
相
を
示
し
た
と
結
論
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
木

簡
の
家
政
機
関
の
本
主
に
つ
い
て
は
、
著
者
の
説
の
他
に
吉
備
内
親
王

。
氷
高

内
親
王

・
御
名
部
内
親
王
説
な
ど
が
あ
り
、
本
章
は
そ
れ
ら
の
研
究
も
ま
と
め

て
い
る
の
で
、
複
雑
な
研
究
史
を
理
解
す
る
上
で
も
益
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

な
お
、
第
二
部
第
二
章
は
、
同
史
料
に
見
え
る

「故
京
職
宅
」
を
藤
原
久
須
麻

呂
の
宅
と
し
て
、
家
政
機
関
の
存
続
の
例
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
第

一
部
第
二
章
は
、
長
屋
王
家
の
赤
政
機
関
の
存
在
形
態
に
つ
い

て
総
括
し
、
政
所
が
家
政
全
体
を
と
り
ま
と
め
て
い
る
こ
と
、
御
田

・
御
薗
は

家
政
機
関
に
よ
る
直
接
経
営
で
、
畿
外
か
ら
の
荷
札
木
簡
は
食
封
の
存
在
を
示

し
て
い
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
形
成
に
は
高
市
皇
子
の
存
在
が
不

可
欠
で
あ
つ
た
と
み
る
。
こ
の
う
ち
、
御
田

。
御
薗
に
つ
い
て
は
、
踏
み
込
ん

だ
第
二
部
第
六
章
で
、
大
伴
氏
の
田
庄
を
類
例
と
し
て
挙
げ
、
貴
族
の
田
地
経

営
と
し
て

一
般
化
を
試
み
る
。
さ
ら
に
、
御
田

・
御
薗
の
労
働
力
編
成
に
つ
い

て
は
、
六
月
の
功
支
給
木
簡
か
ら
い
わ
ゆ
る
魚
酒
労
働
と
の
関
連
を
指
摘
し
つ

つ
、
一履
傭
が
中
心
で
あ
る
と
す
る
。　
一
方
で
、
御
田

・
御
薗
と
令
制
官
田
と
の

類
似
を
指
摘
し
て
、
木
簡
に
見
え
る
葛
下
郡
司
や
置
始
氏
か
ら
、
在
地
で
の
労

働
力
編
成
に
お
け
る
国
郡
司
の
関
与
を
推
定
し
て
い
る
。

第
三
章
は
長
屋
王
家
の
動
向
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
、
奈
良
時
代
の
政

治
過
程
の
な
か
で
も
、
「宮
」
の
形
態
を
引
く
自
立
性
を
持

っ
た
長
屋
王
家
は

解
体
さ
れ
う
る
運
命
に
あ
つ
た
と
述
べ
る
。
第
二
部
第
七
章
で
は
、
長
屋
王
の

子
弟
に
つ
い
て
論
じ
、
な
か
で
も
鈴
鹿
王
は
、
知
太
政
官
事

へ
の
就
任
や
、
そ



れ
に
伴
う
長
屋
王
子
弟
へ
の
待
過
の
変
化
か
ら
、
長
屋
王
亡
き
後
の
高
市
皇
子

の
子
孫
を
代
表
す
る
立
場
に
あ
っ
た
と
す
る
。

こ
れ
ら
、
中
心
と
な
る
第

一
部
に
加
え
て
、
第
二
部
第

一
。
四

・
五
章
は
、

長
屋
王
家
木
簡
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
家
政
機
関
の
普
遍
性
を
軸
に
、
奈
良
時
代

に
お
け
る
家
政
機
関
の
歴
史
的
展
開
、
国
家
と
家
政
機
関
の
関
係
を
指
摘
し
た

論
文
で
あ
る
。
第

一
章
は
、
橋
家
と
恵
美
太
家
を
取
り
上
げ
、
橋
家
は
族
的
結

合
が
弱
く
伝
統
性
が
欠
如
す
る
の
に
対
し
、
恵
美
太
家
で
は
家
政
と
国
政
の
融

通
、
地
域
一象
族
と
の
結
合
が
み
ら
れ
、
い
ず
れ
も
長
屋
王
家
と
は
異
な
り
、
国

家
へ
の
依
存
性
が
高
い
と
み
る
。
第
四
章
は
、
木
簡
に
見
え
る
伊
豆
国
造
を
ト

部
と
み
て
、
邸
宅
内
で
の
祓
の
存
在
を
推
定
す
る
。
第
五
章
は
長
屋
王
家
の
馬

司
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
存
在
の
背
後
に
は
天
武
―
文
武
朝
に
か
け
て
の
畿
内
武

装
化
政
策
が
あ
り
、
ま
た
、
地
方
か
ら
の
馬
の
貢
上
や
資
人
の
調
達
は
王
臣
家

と
国
郡
司
と
の
関
係
を
深
め
る
作
用
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
。

こ
の
ほ
か
、
第
二
部
第
三
章
は
、
特
定
の
人
物
と
関
係
の
深
い
奴
婢
の
存
在

や
、
横
材
の
記
録
木
簡
の
利
用
目
的
、
荷
札
木
簡
の
記
録
木
簡

へ
の
転
用
に
つ

い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
部
は
、
長
屋
王
家
木
簡
に
も
関
わ
り
を
持
つ
平
城
宮
の
出
土
文
字
資
料

に
つ
い
て
の
著
作
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
第

一
章
で
は
荷
札
木
簡
の
持
つ

問
題
点
に
つ
い
て
概
括
す
る
。
第
二
章
は
平
城
宮
出
上
の
墨
書
土
器
に
つ
い
て

論
じ
た
も
の
で
、
平
城
宮
内
の
役
所
の
配
置
、
長
屋
王
没
後
の
左
京
三
条
二
坊

の
利
用
状
況
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
る
。
第
三
章
は
二
条
大
路
木
簡
の
歴
名
木
簡

か
ら
、
兵
衛
の
番
は
五
〇
人
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
木
簡
の

「
二
門
」
を
皇
后

宮
の
正
門
で
は
な
か
っ
た
か
と
す
る
。
第
四
章
は
、
点
職
か
ら
の
鼠
の
進
上
に

つ
い
て
、
中
央
官
司
が
京
職
に
各
種
の
役
使
を
賦
課
す
る
こ
と
の
一
例
と
み
て
、

そ
こ
に
京
職
の
役
割
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

付
編
の
論
文
目
録
は
、
長
屋
王
家
木
簡

。
同
邸
宅
に
関
す
る
論
文
を
著
者
順

に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
長
屋
王
家
に
関
わ
る
研
究
、
と
り
わ
け
初
期
の
も

の
に
は
普
段
あ
ま
り
目
に
し
な
い
雑
誌
な
ど
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

こ
れ
ら
が
目
録
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
研
究
者
に
と
っ
て
大
変
喜
ば
し
い
こ
と

で
あ
る
。

三

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
第

一
部
の
長
屋
王
家
の
家
政
運
営
、
な

か
で
も
家
政
機
関
の
本
主
と
そ
の
構
造
を
中
心
に
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
、
近
年
の
古
代
史
研
究
の
動
向
を
振
り
返
れ
ば
、　
一
九
九
七
年
度
の
日
本

史
研
究
会
大
会
の
鷺
森
浩
幸
報
告
や
二
〇
〇
〇
年
度
の
歴
史
学
研
究
会
大
会
の

黒
瀬
之
恵

。
仁
藤
敦
史

。
金
沢
悦
男
報
告
な
ど
が
示
す
よ
う
に
、
家
産
あ
る
い

は
家
産
制
組
織
の
研
究
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
理
解
で

き
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
長
屋
王
家
木
簡
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
側
面

が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
長
屋
王
家
木
簡
に

示
さ
れ
た
家
政
機
関
の
姿
に
つ
い
て
、
ま
と
ま
っ
て
総
括
的
に
見
解
が
述
べ
ら
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れ
て
い
る
こ
と
が
本
書
の
最
大
の
意
義
で
あ
り
、
こ
の
方
面
の
研
究
に
は
必
要

不
可
欠
の
文
献
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
長
屋
王
家
木
簡
の
研
究
で
は
、
最
初
に
家
政
機
関
の
本
主
が
誰
で

あ
る
の
か
が
話
題
と
な
っ
た
が
、
そ
の
家
政
機
関
の
構
造
自
体
に
つ
い
て
の
総

括
的
な
論
証
を
平
行
し
て
お
こ
な
い
つ
つ
、
家
政
機
関
の
本
主
論
を
展
開
し
て

い
る
点
も
本
書
の
特
徴
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
Ⅱ
系
統

（一
一品
相
当
）
の
家
政

機
関
の
存
在
に
つ
い
て
、
本
書
で
は
故
高
市
皇
子
の
家
政
機
関
継
承
説
が
提
唱

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
文
書
木
簡
の
理
解

。
長
屋
王
の
親
族
の
検
討
だ
け
で

な
く
、
御
田

。
御
菌
の
存
在
形
態
や
、
大
伴
氏

・
橋
家

・
恵
美
太
家
と
の
比
較

な
ど
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
お
り
、　
一
つ
の
理
解
と
し
て
説
得
力
の
あ
る
論
説
を

形
成
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
論
考
が
貴
族
層
の
家
政
機
関
研

究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
長
屋
王
家
木
簡
と
い
う
史
料
群
の
史
料
論
的
評
価
と
密
接

に
関
わ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

一
方
で
、
貴
族
の
家
産
、
家
産
制
組
織
の
研
究
の
上
で
、
本
書
が
持
っ
て
い

る
特
徴
と
し
て
は
、
長
屋
王
家
木
簡
に
み
ら
れ
る
家
政
機
関
の
継
承
や
、
国
郡

行
政
と
の
関
係
の
指
摘
、
御
田

。
御
薗
の
存
在
形
態
を
普
通
的
な
も
の
と
し
て

考
え
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
家
政
と
国
政
と
の
関
係
を
積

極
的
に
論
じ
て
い
る
点
も
特
徴
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
こ
う
し
た
特
徴
は
、
前
に

例
示
し
た
家
政
機
関
の
本
主
に
つ
い
て
の
考
察
も
含
め
て
論
議
を
呼
ん
で
い
る

点
で
も
あ
る
。
ま
ず
、
家
政
機
関
の
本
主
に
つ
い
て
は
、
Ⅱ
系
統
の
家
政
機
関

を
故
高
市
皇
子
の
も
の
と
す
る
理
解
は
、
そ
れ
自
体
が
画
期
的
な
理
解
で
あ
り

説
得
的
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
思
う
が
、　
一
方
で
、
何
故
に
高
市
皇
子
の
家

政
機
関
が
長
屋
王
の
家
政
機
関
と
は
別
に
存
続
し
た
の
か
に
つ
い
て
深
化
が
ほ

し
い
。
ま
た
、
継
承
し
た
も
の
の
内
容
、
誰
か
ら
誰
に
、
ど
の
よ
う
に
継
承
さ

れ
た
の
か
と
い
っ
た
継
承
過
程
の
具
体
相
に
つ
い
て
も
、
整
理
が
必
要
な
の
で

は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
律
令
で
は
位
田

・
職
田

・
食
封
な
ど
の
給
付
が
存
在

す
る
が
、
旧
世
代
か
ら
継
承
さ
れ
た
と
す
る
長
屋
王
家
の
御
田

・
御
薗
や
大
伴

氏
の
庄
は
こ
れ
ら
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
の
理
解

（第

一
部
第
一
一章
）
が
示

さ
れ
て
い
る
。　
一
方
、
継
承
さ
れ
た
家
政
機
関
、
な
か
で
も
家
令
職
員

・
帳

内

・
資
人
な
ど
は
本
来
官
人
個
人
に
付
随
す
る
公
的
家
の
構
成
物
で
あ
り
、
両

者
に
つ
い
て
は
継
承
の
意
味
を
別
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
特

に
後
者
に
つ
い
て
は
、
前
掲
仁
藤
報
告
が
、
壬
申
功
臣
や
長
屋
王
所
領
の
再
分

配
と
班
田
と
の
関
係
を
論
じ
る
な
ど
、
長
屋
王
家
の
特
殊
性
を
見
い
だ
し
て
い

る
。
他
に
家
政
機
関
の
継
承
が
み
ら
れ
る
の
は
人
世
紀
の
貴
族
と
し
て
は
特
殊

な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
藤
原
氏
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
王
権
の
中
枢
部
と
の
関

係

（及
び
そ
の
公
的
な
機
能
）
と
連
動
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
ま
た
、
継
承
の
実
像
に
つ
い
て
も
、
後
で
述
べ
る
時
代
性
に
も
関
わ

る
が
、
義
江
明
子
氏
の
研
究
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
氏
の
形
成
過
程
や
、
ヤ
ケ

の

「利
用
」
の
在
り
方

（黒
瀬
之
恵

「王
権
と
長
屋
王
家
家
政
機
関
」
『東
洋
大
学
文

学
部
紀
要
史
学
科
篇
』
二
五
　
一
一〇
〇
〇
年
）
を
含
め
て
論
議
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
般
論
的
な

「継
承
」
か
ら
当
該
期
の
貴
族
層
が
お
か
れ
た
時
代
性
を
読
み
と

る
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う
。
な
お
、
細
か
い
点
で
あ
る
が
、
第
二
部
第
二
章
で



論
じ
ら
れ
た

「故
京
職
宅
」
を
藤
原
久
須
麻
呂
の
宅
と
し
た
場
合
、
仲
麻
呂
与

党
の
私
財
が
没
官
さ
れ
た
状
況
で
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
他

に
も
藤
原
仲
麻
呂
の
変
直
後
に
は

「久
酒

（須
）
万
呂
家
」
３
大
日
本
古
文
書
』

五
十
五
二
一
二
じ

「仲
麻
呂
田
村
家
」
（同
五
十
五
一
一人
・
九
）
で
経
典
の
捜
索

が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の

「家
」
も
、
高
市
皇
子
や
藤
原
不
比
等

生
房

前
の
家
政
機
関
の
存
続
例
と
同
様
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本

主
の
死
亡
に
際
し
て
は
、
罪
に
服
し
た
場
合
、
帳
内

。
資
人
は
期
年
を
待
た
ず

た
だ
ち
に
解
官
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が

（令
義
解
選
叙
令
本
主
亡
条
）、

さ
ら
に
詳
論
を
望
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

つ
い
で
、
御
田

。
御
薗
の
経
営
に
つ
い
て
直
接
経
営

（第

三
早
第
二
節
）
と

い
う
評
価
が
妥
当
か
ど
う
か
で
あ
る
。
ま
ず
、
事
実
関
係
と
し
て
進
上
木
簡
に

見
え
る
持
丁
の
木
部
氏
を
木
上
司

・
片
岡
司
に
か
か
わ
る
在
地
一象
族
と
み
て
い

る
が

（第
一
節
第
一
一章
）、
こ
の
点
は
在
地
豪
族
の
関
与
と
い
え
る
の
で
は
な
い

か
。
ま
た
、
散
田
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た

「○
○

（人
名

・
司
な
ど
）
十
○
町
」

と
記
さ
れ
る
削
り
暦
は
、
獲
稲
の
得
分
と
み
る
よ
り

（レ」
の
場
ハＲ

政
所
か
ら
の

各
部
署
へ
の
獲
稲
の
支
給
が
、
得
分
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
）、

経
営
の
分
割
と
み
た
方
が
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
私
見
を
述

べ
れ
ば
、
大
経
営
で
あ
る
限
り
何
ら
か
の
権
限
を
分
掌
す
る
中
間
管
理
者
は
必

ず
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
直
接
経
営

・
間
接
経
営
と
い
う
概
念

は
不
十
分
で
、
中
間
管
理
者
の
編
成
原
理
や
、
実
体
的
な
経
営

へ
の
関
与
の
在

り
方
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
興
味
深
い
の
は
第
二
部
第
六
節
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
国
郡
司
の
経
営
へ
の
関
与
で
あ
る
。
七
世
紀
後
半
に
お
け
る

「国
郡

制
」
の
展
開
と
家
政
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
拙
稿

（「税
司
に
関
す
る
一
考
察
」

『日
本
古
代
の
国
家
と
祭
儀
』
雄
山
閣
出
版
　
一
九
九
六
年
）
で
私
見
を
述
べ
た
が
、

本
書
を
通
し
て
の
重
要
な
指
摘
で
あ
る
家
政
と
国
政
と
の
関
係
性
と
い
う
側
面

か
ら
の
意
義
づ
け
が
ほ
し
い
。

労
働
力
編
成
に
つ
い
て
さ
ら
に
述
べ
れ
ば
、
魚
酒
労
働
や
農
耕
祭
祀
が
お
こ

な
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
は
意
義
深
い
。
従
来
、
魚
酒
労
働
は
共
同

体
的
な
耕
作
か
ら
の

「個
別
経
営
」
の
自
立
を
示
す
事
象
と
捉
え
ら
れ
て
き
た

が
、
森
氏
は
大
経
営
に
も
存
在
し
た
と
指
摘
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
森

氏
の
指
摘
は
主
に
競
作
時
の
功
直
の
支
給
と
い
う
問
題
に
と
ど
ま
る
が
、
「魚

酒
」
と
い
う
支
給
物
に
つ
い
て
も
考
察
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
書

評
か
ら
は
ず
れ
る
が
や
や
詳
し
く
述
べ
る
と
、
長
屋
王
家
の
家
政
機
関
と
同
類

の
家
産
制
組
織
で
あ
る
皇
后
宮
職
被
管
の

「浄
清
所
解
」
３
大
日
本
古
文
書
』
一

一
十
一一五

一
生
こ

で
は
、
皇
后
の
供
御
料
と
み
ら
れ
る

「御
飯
米
」
と
並
ん

で
、
米
や
味
物
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
疏
来
の
漬
物
な
ど
が

「人
給
料
」

「供
養
料
」
と
し
て
同
所
か
ら
支
給
さ
れ
て
お
り
、
皇
后
の
供
御
料
の
再
分

配

・
共
食
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、
長
屋
王
家
木
簡
に
は

「御
飯
米
」
や
、
「御

田
人
」
に

「魚
給
」
を
し
た
木
簡
、
「人
給
」
の
記
載
が
み
え

傘
口野
秋
二

「人

給
所
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
例
会
報
告
要
旨

『続
日
本
紀
研
究
』
三
二
〇
　
一
九
九

九
年
）、
「浄
清
所
解
」
に
み
た
本
主

へ
の
供
御
物
の
再
分
配
は
、
長
屋
王
家
に

お
い
て
も
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
魚
酒
な
ど
の
食
料
の
支
給
を
、
首
長
に
よ



る
再
分
配
行
為
と
捉
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
魚
酒
労
働
に
つ
い
て
も

〃首
長
に
代

表
さ
れ
る
共
同
体
″
に
よ
る
大
経
営
の
存
在
形
態
を
含
め
て
再
評
価
す
る
余
地

が
生
じ
よ
う
。
魚
酒
労
働
に
つ
い
て
の
史
料
を
再
確
認
す
る
と
、
大
化
二
年
の

詔
で
は

「早
務
営
田
」
を
妨
げ
て
い
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
、
今
年
出
土
し

た
石
川
県
加
茂
遺
跡
出
土
の
傍
示
札
で
も
、
本
文
や
禁
制
の
配
列
な
ど
か
ら
み

て
営
田
を
妨
げ
る
行
為
と
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
魚
酒
を
喫
ら
う
こ
と
の

非
日
常

・
非
合
理
的
性
格
が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
雇
備
関
係
が
問
題

と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
魚
酒
労
働
の
問
題
を
長
屋
王
家
の
経

営
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
御
田

・
御
薗
か
ら
の
進
土
木
簡
や
付
札
木
簡
に
見
え

る
、
大
量
の
流
菜
を
含
む
食
料
品
の
行
く
先
を
考
え
る
う
え
で
も
意
味
を
持

っ

て
く
る
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
本
書
の
指
摘
す
る
家
政
と
国
政
と
の
関
係
は
、
筆
者
の
研
究
課
題
と

も
重
な
り
、
お
お
い
に
勇
気
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
点
が
主
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
は
第
二
部
第

一
・
五

。
大
章
で
、
長
屋
王
家
と
い
う
組
織
の
性
格
、
ひ
い
て

は
律
令
国
家
の
性
格
に
関
わ
る
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
た
だ
し
、
第
二
部
第

一

章
で

「家
政
と
国
政
の
融
通
」
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
家
政
の
国
家

へ
の
寄
生
的
側
面
の
み
な
ら
ず
、
家
政
の
国
政
へ
の
内
在
化
と
い
う
積
極
的
な

意
義
づ
け
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
二
部

第
五
章
の
畿
内
武
装
化
政
策
は
、
著
者
が
畿
内
の
環
族
軍
は
古
く
か
ら
存
在
す

る
と
述
べ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
武
朝
と
い
う
律
令
国
家
完
成
に
至
る
最
終

局
面
で
採
用
さ
れ
、
そ
の
政
策
は
養
老

・
神
亀
年
間
の
史
料
か
ら
み
て
、
地
方

と
王
臣
家
を
結
び
つ
け
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
こ
こ
か
ら
は
王
臣
家
の
家

政
機
関
が
国
家
形
成
に
果
た
し
た
役
割
を
読
み
と
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、

い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
時
に
、
こ
の
七
世
紀
末
の
状
況
を
乗
り
越
え

た
時
点
で
あ
る
人
世
紀
初
頭
の
長
屋
王
家
の
家
政
機
関
は
、
家
産
制
組
織
が
持

つ
普
遍
的
構
造
と
と
も
に
、
宮
内
省
に
代
表
さ
れ
る
、
天
皇
に
直
接
的
に
結
び

つ
い
て
い
る
家
産
制
組
織
と
構
造
的

・
機
能
的
な
差
異
性
も
持

っ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思

っ
て
い
る

（王
家
の
財
産
と
し
て
の
家
産
に
つ
い
て
は
鷺
森
浩
幸

「古
代
に
お
け
る
王
家
と
土
地
所
有
」
ｑ
日
本
史
研
究
』
四
二
人
　
一
九
九
八
年
〕
が

指
摘
す
る
）。

以
上
、
浅
学
を
省
み
ず
、
自
己
の
問
題
関
心
に
偏

っ
て
本
書
の
内
容
を
紹
介

し
た
が
、
著
者
の
本
意
を
誤
解
し
た
り
、
あ
る
い
は
汲
み
取
れ
な
か

っ
た
点
も

多

い
の
で
は
な
い
か
と
内
心
恐
々
と
し
て
い
る
。
な
に
と
ぞ
、
著
者
の
ご
寛
恕

を
願
う
次
第
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
長
屋
王
家
木
簡
の
研
究
は
単
な
る

新
出
の
史
料
群
の
研
究
に
止
ま
ら
ず
、
七
―
八
世
紀
史
を
構
築
す
る
う
え
で
の

一
つ
の
軸
に
な

っ
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
な
く
、
そ
の
全
貌
を
総
合
的
に
捉

え
よ
う
と
し
た
本
書
は
、
今
後
の
古
代
史
研
究
に
お
い
て
絶
対
不
可
欠
の

一
書

で
あ
る
こ
と
は
疑

い
な
い
。
こ
の
こ
と
を
再
説
し
、
拙
い
書
評
の
結
び
と
し
た

い
。

（二
〇
〇
〇
年
五
月
、
吉
川
弘
文
館
刊
、
Ａ
５
版
、
四
〇
六
頁
、
本
体
七
五
〇
〇
円
）
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